
閲 覧 図 書

物件名 不用物品の売払い

２号物件 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ（鈴鹿 500な 3712）

添付書類

(１)売払物件明細書・写真

(２)入札注意書

(３)物品売買契約書(案)

(４)競争参加資格確認申請書様式

(５)入札書・入札金額内訳書

(６)委任状

三重森林管理署



売 払 物 件 明 細 書 

物 品 １号物件 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ（鈴鹿 500 な 3712） 

１.車両の概要 

車 名 ダイハツ ビーゴ 

型 式 ＡＢＡ－Ｊ２１０Ｇ 

車台番号   Ｊ２１０Ｇ－０００９１９０ 

排 気 量 １,４９５ｃｃ 

車両重量   １,２００ｋｇ(総重量 １,４７５ｋｇ) 

燃料の種類 ガソリン 

駆動方式 フルタイム４ＷＤ 

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ４ＡＴ 

乗車定員 ５名 

初度検査年月 平成２４年３月 

走行距離 １９９，３８３ｋｍ 

ボディ色   ホワイト＋オリジナル塗装 

内装・外装  ＡＣエアコン、オーディオ、ＥＴＣ、ドライブレコーダー、カーナビ、 

スペアタイヤ等付 

 

２.車両の状態 

外  見：キズ、錆び、へこみ、クラック有り 

事故履歴：無し 

３.車検有効期限 令和９年３月７日 

４.自賠責保険有効期限 令和９年４月８日 

５.リサイクル料金１０,０７０円(預託証明書あり、資金管理料金を除く) 

６.車両保管場所 三重県亀山市本町１丁目７－13 三重森林管理署敷地内 

７.その他 

(１)現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。 

引渡し後における不具合や修繕には応じません。林道等の未舗装路の走行車のため、車体各所に

草本等との擦りキズや塗装剥がれ等があります。 

この売払物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料であり、物件の状態

の全てをあらわしているものではありません。 

(２)現物閲覧期間は不用物品売払公告の５に記載された期間と同じです。 

車両閲覧を希望される方は、不用物品売払公告の３（１）担当部局までご連絡ください。 



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ（3712）

正面

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左側面

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

右側面

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後面

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

ルーフ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

ボンネット

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

前面 ボンネット部

塗装剥がれ、キズ、錆び

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

前面左部

塗装剥がれ、キズ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

前面右部

塗装剥がれ、キズ

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左側面下部

へこみ、塗装剥がれ、錆び、

キズ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左側面後扉

塗装剥がれ、キズ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左後輪周辺

キズ、へこみ、塗装剥がれ

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左ドアミラー

塗装剝がれ、キズ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後部スペアタイヤカバー

割れ、クラック、塗装剥がれ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

右側面 給油口

塗装剥がれ、キズ

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後部左下部

へこみ、塗装剥がれ、キズ、

クラック

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後部扉右側

へこみ、塗装剥がれ、錆び

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後部右下部

へこみ、塗装剥がれ、キズ

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

右前ライト

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左前ライト

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

右後ライト

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

左後ライト

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

エンジンルーム

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

装着タイヤ（215/65 R16）

YOKOHAMA GEOLANDER A/T

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

距離計

１９９，３８３ｋｍ

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

ナビゲーション

株式会社ユピテル

YPF7500-P

不要物品売払

２物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

ドライブレコ―ダー

株式会社ユピテル

DRY-ST7000

不要物品売払



２物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

ＥＴＣ車載器

Honda Access ETH-102P

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

運転席

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

助手席

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

後部座席

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

荷室

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

荷室

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

荷室右側面

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

荷室左側面

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

スペアタイヤ（215/65 R16）

YOKOHAMA GEOLANDER i/T-S

（スタッドレスタイヤ）

不要物品売払



２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

車載工具類

不要物品売払

２号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

消火器（助手席）
日本ドライケミカル株式会社

 パロマ K2WA

 使用期限 2031年まで

不要物品売払

１号物件 乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

２号物件乗用自動車

ダイハツ ビーゴ

鍵 ２本

不要物品売払



入 札 注 意 書

１ 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、不用物品売払公告書、本

注意書及び閲覧図書を熟読の上、入札してください。当該不用物品売払公告書等について疑

義がある場合は、関係職員に説明を求めることができます。ただし、入札後不用物品売払公

告書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。

２ 入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)その

他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはいけません。

３ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

４ 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはいけま

せん。

５ 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

６ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限ります。また入札金額は、日本国

通貨による表示に限ります。

７ 入札参加者が代理人によって入札する場合には、入札前に必ず物件番号毎に委任状を提出し

てください。また、入札書には代理人の記名を必ず行ってください。

８ 入札参加者又は入札参加者の代理人は入札前に身分を証明できる書面を提出し、確認を受け

てください。

９ 入札書は所定の用紙を使用し入札参加者の住所、氏名(名称)を記入するものとし、物件番号

毎に別葉としてください。

10 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引き訂

正してください。ただし、入札金額の訂正は認めません。

11 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。

12 入札金額は、物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札参加者が消費税及び

地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札参加者が見積もっ

た契約金額の 110分の 100に相当する金額を記載してください。ただし、落札決定に当たっ

ては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)

とします。

13 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消を行うことはで

きません。

14 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行に関係のある職員(「入札関係職

員」という。)以外の者は入場することができません。

15 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札場に入場することができません。

16 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させます。



 

(１)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

(２)公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

17 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となること

ができません。 

18 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければなら

ず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。 

19 次の各号の一に該当する入札は無効とします。 

(１)入札公告に示した競争に参加する資格がない者のした入札書 

(２)入札書に入札参加者の記名のないもの、又は委任状を提出している場合には、入札参加者

及び代理人の記名がない入札書 

(３)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合に入札物件番号の記載がない入札書 

(４)入札金額の記載が不明確な入札書 

(５)入札金額を訂正した入札書 

(６)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書 

(７)委任状を持参しない代理人が入札したもの 

(８)入札時刻に遅れてした入札、又は直接提出されなかった入札書 

(９)明らかに連合と認められる入札書 

(10)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が２通以上した入札書 

(11)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入

札 

(12)その他入札に関する条件に違反したもの 

20 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があ

っても受理しません。また、落札宣言後において錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても

受理しません。 

21 開札は、入札参加者の立会いの下に行います。 

22 開札の結果、予定価格に達する入札がないときは、直ちに再入札を行うことがあります。そ

の場合、無効の入札をした者は参加することができません。 

23 有効な入札書を提出した者であって、最高価格をもって入札した者を落札者とします。 

24 落札者となる同価格の入札をした者が２人以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを

引かせて落札者を決定します。 

25 前条の場合において、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札

事務に関係のない職員にくじを引かせます。 

26 入札参加者の連合又は不穏な挙動その他の事由によって公正な入札を行うことができないと

認めたときは、その入札を取り消し又は中止します。 



 

27 外国為替及び外国貿易法(昭和 24年法律第 228号)第６条第１項６号に定める非居住者が落

札者となった場合で、その非居住者が外国為替令(昭和 55年政令第 260号)第 11条第３項の

規定による財務大臣の許可を要するときは、その契約は財務大臣の許可があったときに有効

とします。 

28 契約の成立は、契約書に双方押印したときとします。 

29 落札者が契約を結ばないときは、落札金額(入札書に記載した金額の 100分の 110に相当す

る金額)の 100分の５に相当する金額を違約金として徴収します。 

30 本注意書に定めない事項は、全て会計法規に定めるところにより処理します。 

 

  



 

別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記１及び２のいずれにも該当せず、

また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって 

も、異議は一切申し立てません。 

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告

書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することに ついて同

意します。 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

(１)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)で

あるとき 

(２)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(３)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(４)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 

(５)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

(１)暴力的な要求行為を行う者 

(２)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

(３)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

(４)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

(５)その他前各号に準ずる行為を行う者 

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 



 

物 品 売 買 契 約 書(案) 

売渡人 分任契約担当官 三重森林管理署長 伊藤公夫(以下「甲」という。)(登

録番号 T8000012050001)と買受人           〇〇〇〇(以下「乙」とい

う。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。 

(売買物件) 

第１条 売買物件は、別紙１「物品内訳書」のとおり。 

(売買代金) 

第２条 売買代金は、金         円とする。 

(うち消費税及び地方消費税額 金 

(うちリサイクル料金預託額  金 

(うち自賠責保険料残存額   金 

(うち自動車重量税残存額   金 

(契約保証金) 

第３条 契約保証金は免除する。 

(代金の支払い) 

第４条 乙は、売買代金を甲の発行する納入告知書により、契約締結後 20日以内

(納付期限が休日に当たる場合はその前日まで)に甲に支払わなければならな

い。 

２ 乙は、前項に定める納付期日までに売買代金を支払わないときは、その翌

日から支払った日までの日数に応じ、第２条の売買代金につき、年 3.0％の割

合で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。 

(売買物件の引渡し等) 

第５条 甲は、乙が売買代金及び前条第２項に規定する延滞金がある場合は、延滞

金を含めて完納した日から 15日以内に物件の引渡しを行い、乙は、当該物件

を受領したときは、甲に受領書を遅滞なく提出するものとする。 

(危険負担) 

円・消費税率 10％) 

円) 

円) 

円) 



 

第６条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件

が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲

に対して売買代金の減免を請求することはできない。 

(契約不適合責任) 

第７条 乙は、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の

解除をすることができない。 

(契約の解除) 

第８条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 

(返還金等) 

第９条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買代金に支出した必要費、有益費そ

の他の一切の費用は返還しない。 

(充当の順序) 

第 10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付

のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、

売買代金の順序で充当する。 

(損害賠償) 

第 11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求できる。 

(返還金の相殺) 

第 12条 甲は、第９条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が

前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買

代金の全部又は一部と相殺する。 

(信義誠実の義務・契約外事項の措置) 

第 13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 



 

２ 本契約に関し定めのない事項又は疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定

する。 

(紛争の解決) 

第 14条 本契約について紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものと

する。 

２ 前項に定める第三者については、甲乙協議のうえ選定するものとする。 

(特約条項) 

第 15条 本契約の特約条項については、別紙２、別紙３及び別紙４のとおりとす

る。 

上記の契約を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

令和８年 月 日 

売渡人 住所 三重県亀山市本町１丁目７－13 

氏名 分任契約担当官 

三重森林管理署長 伊藤 公夫 

買受人 住所 

氏名 

 



 

(１号物件) 

別紙１ 

物品内訳書 

車 名 ダイハツ ビーゴ 

型 式 等 ABA－J２１０G－０００９１９０ 

初度検査年月 平成２４年３月 

台 数 １台 



 

別紙２ 

暴力団排除に関する特約条項 

(属性要件に基づく契約解除) 

第１条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の

一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合

は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である

場合は代表者、理事等、その 他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴

力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。)であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

(行為要件に基づく契約解除) 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

(表明確約) 

第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来

にわたっても該当しないことを確約する。 

(損害賠償) 

第４条 甲は、第１条及び第２条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた

損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな い。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲

に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとす る。 

(不当介入に関する通報・報告) 

第５条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下「不当介入」という。)を受けた

場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介

入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。



 

別紙３ 

談合等の不正行為に関する特約条項 

(談合等の不正行為に係る解除) 

第１条 売渡人は、この契約に関し、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部

又は一部を解除することができる。 

(１)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条

又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定

による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は

同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の

通知を行ったとき。 

(２)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員

又は使用人を含む。)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９

８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたと

き。 

２ 買受人は、この契約に関して、買受人又は買受人の代理人が前項各号に該当した場合

には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を売渡人に提出しなければならない。 

(談合等の不正行為に係る違約金) 

第２条 買受人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、売渡人が前条により

契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当

する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 

(１)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条

の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排

除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

(２)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項

(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付

命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(３)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８

項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(４)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員

又は使用人を含む。)が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 買受人は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するとき

は、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に

相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 

(１)前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規

定の適用があるとき。 



 

(２)前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、買受人又は買受人の代理人(買受

人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。 

(３)買受人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し

ているとき。 

３ 買受人は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、売渡人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において、売渡人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。



 

別紙４ 

売払物件に関する特約条項 

１ 乙は、代金納入後速やかに売払物件の名義変更の手続きを行い、自動車検査証の写しを甲に提出する

こと。 

 

２ 乙は、売払物件引渡し後、速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマーク

を削除しなければならない。 

文字及びマークを削除した後、速やかに削除をしたことをがわかる写真を甲に提出すること。 



 
別紙様式 １ 

(用紙 A4版) 

競争参加資格確認申請書  

令和  年  月  日 

分任契約担当官 

三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿 

住 所 〒◯◯◯―○○○○ 

○○県○○市○○○町○○番 

 

商号又は名称 ○○○株式会社 

代表者・氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 

 メールアドレス 〇〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇 

 

令和８年５月 29日付けで入札公告のありました不用物品売払に係る競争に参加する資格に

ついて、確認されたく下記の書類を添えて申請します。 

なお、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び第 71 条の規定に該当する

者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

記 

入札公告の記の２(４)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し 

 

注１：用紙の大きさは日本産業規格Ａ列 4番とする。 

２：申請書等は原則として電子メールで提出すること。 

３：返信用封筒は必要ありません。 

 

 



入  札  書  

 

物  件  名         ２号物件 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ（鈴鹿 500 な 3712） 
 
 
 
 

入札金額  
 

 

億  千万  百万  十万  万  千  百  十  円  

         

 

入札金額の数字の頭に￥を冠すること。  

 ただし、上記金額は、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額

であるので、契約金額は上記金額の１０％を加算した金額となること及び入札注

意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。  

 

 

令和  年  月  日  

 

 

分任契約担当官  

三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿  

 

   入札者  

     住  所  

    （商号又は名称）  

          氏  名                                

 

        代理人  

          氏  名                                 

 

（注１）代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の

住所、氏名は入札者欄に記入してください。  

（注２）金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。  

（注３）入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「￥マーク」を記載してく

ださい。  

（注４）一度提出した入札書の変更又は取消はできません。  



物件名 ２号物件 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ（鈴鹿500な3712）

［注意事項］

・内訳書の太線枠の金額欄と提出する入札書の入札金額は必ず一致させてください。

・落札の場合はＦが契約金額となります。

・自動車重量税・自賠責保険料の残存額は入札日時点の金額です。

F 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D＋E） 円

入札金額（Ｆ×100/110） 円

Ｄ 自賠責保険料残存額（非課税） 円

E リサイクル預託金（非課税） 10,070円

Ｂ 上記に係る消費税（10％） 円

Ｃ 自動車重量税残存額（非課税） 円

入  札  金  額  内  訳  書

項  目 金  額

Ａ 車両見積額（税抜） 円



       委 任 状    

 

 

                         令和  年  月  日 

 

 

 分任契約担当官 

 三重森林管理署長  伊藤 公夫 殿 

 

 

               委任者  住 所 

 

                 商号又は名称 

 

                 代表者氏名             

  

 

 

 私は、都合により                     を代理人と定め、 

下記の入札に関する一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

 物件の名称 ： ２号物件 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ（鈴鹿 500 な 3712） 

 


